
【導入】　

私を魅了した、「一枚の絵」

深い赤の絵の具一色で、

燃え上がるような世界が、

映し出されていました。

その絵に、今まで受けたことのない衝撃を受けたのです。

このように芸術に触れ、

心を震わせることが、

私の日常の楽しみなのです。

芸術家は作品を通して

未知の世界へと誘ってくれます。

彼らの独創性あふれる作品たちとの出会いは、私たちの心を動かし、時には人生をも変え

るものとなります。

しかし、この素晴らしい世界を表現する芸術家の立場は、今、失われつつあるのです。

本弁論では、芸術家が置かれている立場の問題を指摘し、その解決を訴えます。

【現状】　

芸術とは小説・絵画・映画・音楽などのオリジナル作品を作る、

あらゆる表現活動を指します。

芸術と聞くと、あまり身近に感じないかもしれません。

しかし、通学中に何気なく聴いている音楽、

毎週楽しみにしているマンガ、

普段来ているTシャツに描かれているデザイン、
その全てが芸術の一部であり、我々の生活の一部なのです。

内閣府によると、

「日常生活において芸術が大切である」と考えている人は

およそ9割にものぼります。
つまり、芸術が消えてしまうと、私たちの生活は彩りがなく空虚な世界になってしまうので

す。

また、芸術は産業の一つとして、日本経済に大きな影響を与えています。

芸術分野に関わる産業のGDP額は、日本全体で５兆円にものぼります。

このような、我々にとって重要な芸術を生み出している芸術家は、日本全体で約60万人。
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そのうち企業や団体に属する

芸術家が半数、

残り半数がフリーランスです。

企業や団体に属する芸術家は、

一般的な会社員と同様に

労働基準法が適用され、

保険制度や権利が保障された安定した生活ができます。

一方で、フリーランス芸術家は、弱い立場にいます。

彼らは個人事業主であり、労働基準法が定める書面による契約義務が適用されないた

め、適切に契約が交わされていません。

実際、フリーランスの芸術家の中で契約を書面で交わさないことが多いと回答した人は6
割。

文化庁は、この原因に関して、「文化芸術分野では、事前に書面で契約をしないことが慣

習化している」ことを指摘しています。

このことにより、多くの問題が発生しています。

まず、報酬不払いの多発です。

フリーランス白書によると、依頼主が報酬を払ってくれなかった経験がある人は7割。
ほかにも、報酬の支払いの遅延を経験した人も3割以上いるのです。

加えて、仕事内容の変更や打ち切りも発生しており、一方的に仕事内容を変更された人、

契約中の仕事を一方的に打ち切られた人は、それぞれ３割います。

また、このような被害に遭っても、契約書がないため、被害を証明することができません。

これにより、訴訟などの法的措置をとることが難しくなっています。

実際、被害を受けた芸術家の中で、提訴できた人はわずか1割です。

このような現状に対し、当事者も改善を求めています。

フリーランスの芸術家に対するアンケートでは、契約の書面化を希望する割合は約８割に

のぼりました。

この問題に対し、政府も対策を進めています。

具体的には、フリーランスの芸術家の立場を保護するために、契約に関するガイドラインを

策定し、契約内容の明確化のために契約書のひな型を示しました。

そのひな型には、業務内容・報酬の契約時決定、契約変更の際には合意を要することなど

が盛り込まれています。

しかし、書面による契約の義務化までは踏み込んでいません。

そのため、実際に契約が締結されることが少なく、フリーランスの芸術家の権利を保護でき

ていないのです。
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以上をまとめると、フリーランスの芸術家は、立場の弱さ、契約の不明確さから不安定な環

境にいます。

政府も対策を打っていますが、効果的に実行されていないのが現状です。

【問題点】

芸術家は、その作品を通してオリジナリティを表現することで、

私たちの心にのどかさや豊かさをもたらし、新たな気付きを与えてくれます。

また、その価値の感じ方は、人によって異なります。

著名な人だけではなく、脚光を浴びていない人たちの作品にも、その人独自の表現があ

り、心を動かされる人がいるのです。

つまり、芸術家や芸術作品には優劣は存在せず、それら全てに価値があるのです。

フリーランスの芸術家。

彼らは、その特性上、自由度が高く個性を存分に発揮できます。

しかし、彼らの立場は弱く、

時に不当な状況を受け入れなければならないのです。

この現状では、経済的に被害を受けるだけではなく、彼らの技術や感性が否定されてしま

い、

満足に表現活動にとりくめなくなります。

彼らの個性がつまった作品が世の中に出る機会が失われ、私達がその芸術に触れられな

くなる。

これでは豊かな芸術が失われることにつながります。

だからこそ、フリーランスの芸術家を保護する必要があるのです！

【理念】

私の理想は、フリーランスの芸術家が虐げられずに表現活動ができるようになる社会。
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そのためには、契約書を結ぶことを義務化し、

フリーランスの芸術家が不利益を被ることがないようにする必要があります。

そうすることで、

自分の作品を表現し、もっと多くの人に伝えることができます。　

その先には、芸術の彩りあふれる未来が待っているのです。

【方向性】

それでは、契約書の義務化を進めるにはどうすればいいのでしょうか。

文化庁は、芸術分野で書面による契約がなされない理由に、

芸術作品の作成時期や作成内容が、流動的な場合が多いことを指摘しています。

例えば、イラストレーターが、イラストを作成した後に追加で要望を言われるなどして、仕事

内容などが流動的に決まることが多いのです。

つまり、芸術分野では、契約書を締結しても契約内容が変更される可能性が高いことか

ら、契約書の作成が行われないことが常態化しているのです。

このことから、契約変更時にかかる手間を抑えつつ、必ず契約を書面で行わせる必要があ

るのです。

【プラン】

そこで私は、一点のプランを提案します。

それは、書面による契約、及び契約変更時の覚書作成の義務化です。

具体的には国のガイドラインに従った内容での「契約書」と「覚書」を使用した契約と契約変

更を行うこととします。

順を追ってご説明いたします。

まず、契約時、既存の国のガイドラインに従った契約書を書面で作成します。

国が定めている契約のガイドラインに記載すべき事項には、

「契約をする際に依頼や報酬の確定をすること」、「依頼主が依頼を取り下げる際にキャン

セル料を保障させること」等が含まれています。

このガイドラインに沿った内容で契約が結ばれることで、フリーランスの芸術家の権利を守

ることに繋がるのです。

続いて、契約変更時には「覚書」を作成し、使用します。
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覚書とは、お互いの意思が合意に至ったということを証明する契約書の補助的な書類のこ

とで、法的効力を持ち、契約書を変更する場合と比べて、簡易的に作成できることが特徴

です。

これを使えば、芸術分野における急な仕様変更にも対応しつつ、書面による契約が行われ

るようになります。

さらに、このことに罰則規定を設けることで、実効性を担保します。

これにより、契約書が作成されない危険性を予め排除することができます。

以上のプランによって、芸術家の特徴に配慮しつつ、書面による契約を義務化し、彼らの

労働に対する正当な権利を守ることができるのです。

【締め】

「あらゆる芸術の士は人の世を長閑にし、人の心を豊かにするが故に尊い」

夏目漱石の「草枕」の一節です。

私たちの世界、そして心をのどかに、ゆたかにしてくれる芸術家。

そんな芸術家のみなさんが

よりいい作品を生み出せる社会、　　

よりたくさんの素敵な芸術作品であふれる社会になることを願い、

本弁論を終了させていただきます

ご清聴頂き、ありがとうございます。
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